
 

第二次豊島区再犯防止推進計画（素案）に対する 

パブリックコメントの実施結果について
 

 本計画案について、区民の皆様からのご意見を反映させるため、パブリックコメント（意見

公募手続）制度に基づき、ご意見をお聴きしました。 

 

１ パブリックコメントの実施結果について 

(1) 実施期間 

令和６年１２月１１日から令和７年１月８日まで 

(2) 周知方法 

広報としま １２月１１日号掲載・区ホームページ掲載（実施期間と同期間） 

(3) 閲覧場所 

防災危機管理課、福祉総務課、子ども若者課、行政情報コーナー、区民事務所、 

図書館、区民ひろば 

(4) 提出意見 

３件（メール） 

(5) 意見の概要と区の考え方 

意見の概要 区の考え方 

区役所内の多くの部門に分担されて

いるため、どの部門が再犯防止に関す

る中心人物（部門）なのかが分かりづら

い。 

更生保護活動において、対象者一人

一人が抱えている課題は多岐に渡り、

民間ボランティアの保護司が取りまと

めるのは不可能であることから、豊島

区内に独立したセクション又は区長直

轄のプロジェクトチームを新設し、犯

罪予防推進も含めて、ワンストップで

再犯防止策を取りまとめていくような

体制づくりを検討していただきたい。 

ご意見のとおり、要支援者が抱えてい

る課題は多岐にわたり、本計画に掲載す

る事業も多くの部門にまたがっておりま

す。 

豊島区子ども若者総合相談「アシスと

しま」や、豊島区くらし・しごと相談支

援センターにご相談いただくことで、課

題に合った関係部署と連携し、支援につ

なげることができます。 

第二次計画の推進にあたっては、「社会を

明るくする運動」や再犯防止推進月間の

取組を通じて、庁内各部門および区内の

関係機関・団体と連携しながら、再犯防

止や更生保護に関する普及啓発を進めて

まいります。 

また、「オールとしま」で再犯防止・更

生保護の取組に関する理解を深められる

よう、より一層の周知に努め、これによ

り、関係機関のさらなる円滑な連携を図

ってまいります。 



「第二次豊島区再犯防止推進計画

（素案）」は豊島区で安全・安心に生

活ができるように再犯だけでなく、犯

罪予防の基盤となる計画であることを

認識しました。 

 ぜひ第二次豊島区再犯防止推進計画

についても、第一次豊島区再犯防止推

進計画同様に進めていただきたいと思

います。 

ご意見のとおり、第一次再犯防止推進

計画同様に、本計画においても、より一

層事業を充実させるとともに、犯罪のな

い、誰もが安心して暮らせるまちの実現

を目指し、取り組んでまいります。 

 

「第二次豊島区再犯防止推進計画

（素案）」は、民間団体と行政が共に

推進する計画であり、民間団体の限界

を行政が補い、行政の限界を民間団体

が補うような仕組みになっている計画

であると思いました。民間団体と行政

に限らず、関係者すべてを含めて「オ

ール豊島」で対応していただけるよう

切望いたします。 

 

ご意見のとおり、区民や地域の団体、

事業者、警察その他関係機関と連携を強

化し、公民一体となって取り組んでいく

ことが重要と認識しております。 

 また、犯罪をした人への社会復帰には、

区民の理解と協力が不可欠です。 

そのため、警察や更生保護団体等と連

携・協力し積極的に周知活動を行い、「オ

ールとしま」で、安全で安心して暮らせ

るまちの実現に努めてまいります。 

 


